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～はじめに～ 

  

公立大学法人埼玉県立大学では、多様な背景を持つ教職員がそれぞれの能力を十分

発揮し、いきいきと仕事ができる職場環境の整備を進めています。 

 職員全体が出産・育児・介護休暇制度等をきちんと理解するとともに、制度を利用

しやすい職場環境作りが重要です。 

 このガイドブックは、出産・育児・介護休暇（休業）制度及び給付等について、概

要をまとめたものです。 
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１ 出産・育児・介護に係る休暇、休業制度について 

（＊印：原則として裁量労働職員は対象外。ただし、日単位で取得できるものについては、対象とな

ります。） 

＊ 通院休暇              

概 要 妊娠中又は出産後１年以内の職員が母子保健法に規定する保健指導又

は健康診査を受ける場合。  

取得回数・単位 

<日または時間> 

１回につき１日の範囲内でその都度必要と認められる時間。 

妊娠満２３週まで ４週間に１回 

妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回 

妊娠満３６週から出産まで １週間に１回 

産後１年まで １回 

医師等の特別の指示があった場合 指示された回数 
 

  手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 通勤休暇 

概 要 妊娠中の職員が、母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる

程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合。 

取得期間・単位 

<時間> 

正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日を通じて１時間を超えない

範囲内で、それぞれ必要と認められる時間。 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 妊娠障害休暇  

概 要 妊娠中の職員が、妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務すること

が著しく困難な場合。 

取得期間・単位 

<日または時間> 

１４日（斉一型短時間勤務職員にあって は１４日にその者の１週間ご

との勤務 日の日数を５日で除して得た数を乗じて 得た日数とし、不斉

一型短時間勤務職 員にあっては、７日）の範囲内において、必要と認め

られる期間。 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

 出産休暇（産前・産後休暇） 

取得期間・単位 

<日> 

 

出産予定日６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日から、産後８

週間を経過するまでの期間。 

 ただし、職員から請求があった場合において、法人が特に必要と認め

るときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて２週間の範囲内

の期間を加算した期間。（産前・産後に分割して取得することも可能。） 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

母子手帳の写し（出産予定日がわかるページ）が必要です。 
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＊ 育児休暇 

概 要 職員が子の育児のために必要と認められる場合。 

取得条件・単位 

<時間> 

生後１年６ヶ月に達しない子を育てる場合 

→１日２回、１日を通じて合計９０分の範囲内 

育児短時間勤務職員が生後１年に達しない子を育てる場合 

→１日２回、１日を通じて合計６０分の範囲内 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 子育て休暇 

概 要 

 

 

 

 

義務教育終了前の子を養育する職員が、次に掲げる場合において、勤

務しないことが相当であると認められるとき。 

 ・子の看護を行う場合 

 ・子の後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合 

 ・子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添いを行う場合 

・子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合 

・子が在籍する学校等の全部又は一部が感染症の予防上必要があるこ

と又は災害その他急迫の事情があることにより臨時に休業となり、そ

の子の世話を行う必要がある場合 

・緊急の必要によりその子の引渡しが要請されている場合 

取得日数・単位 

<日または時間> 

養育する義務教育終了前の子が１人の場合は、１年に７日の範囲内の

期間。（２人以上の場合は、1 年において１０日の範囲内の期間。） 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

 育児休業 

概 要 

 

３歳に満たない子を養育するために、子が３歳に達する日まで休業で

きる制度。産後パパ育休の取得とは別に、分割して２回取得可能。 

手 続 

 

育児休業を開始しようとする日の１か月前までに、「育児休業申出書」

を記入の上、出生（産）証明書等を添付し、総務担当に提出してくださ

い。 

給 与 給与は支給されませんが、一定期間は、ハローワークから育児休業給

付金が支給されます。  

 

産後パパ育休（出生時育児休業） 

概 要 

 

子の出生後 8 週間以内に従来の育児休業とは別に休業できる制度。 

分割して２回取得可能。 
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手 続 育児休業を開始しようとする日の２週間前までに、「育児休業申出書」

を記入の上、出生（産）証明書等を添付し、総務担当に提出してくださ

い。 

給 与 給与は支給されませんが、一定期間は、ハローワークから育児休業給

付金が支給されます。 

 

＊ 育児部分休業 

概 要 

 

育児休業をしない職員で、小学校就学の始期に達するまでの子と同居

し養育する者が、育児のために１日を通じて２時間を超えない範囲内で、

勤務しないことができる制度。 

取得単位 

<時間> 

１日の勤務時間の始めと終わりにおいて、２時間の範囲内で取得可能。

（３０分単位）（勤務時間の始めと終わりに分割して取得可能。） 

手 続 育児部分休業を開始しようとする日の１か月前までに「育児部分休業

申出書」を記入の上、総務担当に提出してください。 

給 与 勤務しない１時間につき、１時間あたりの金額を減算して支給します。 

  

 育児短時間勤務 

概 要 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子を養育

するために請求した場合に、短時間勤務をすることができる制度。 

取得期間 １か月以上１年以下の期間。（終了１月前までに請求すれば延長可。） 

※延長せずに終了した場合、原則１年間は再度の育児短時間勤務をする

ことができません。 

勤務パターン ① １日あたり３時間５５分 

② １日あたり４時間５５分 

③ １日あたり６時間 

④ 週３日勤務（１日７時間４５分×３日） 

⑤ 週３日勤務（７時間４５分×２日+３時間５５分×1 日） 

手 続 育児短時間勤務を始めようとする日の１か月前までに「育児短時間勤

務申出書」を記入の上、総務担当に提出してください。 

給 与 給与は一部減額のうえ支給されます。 

 

＊ 出生サポート休暇 

概 要 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認

められる場合 

取得単位 

<日または時間> 

１の年において５日（当該通院等が、体外受精及び顕微授精の場合に

あっては、１０日）の範囲内の期間 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 
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＊ 出産補助休暇 

概 要 職員が妻の出産に伴い取得できるもの。 

取得単位 

<日または時間> 

３日の範囲内においてその都度必要と認められる期間 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 男性職員の育児参加のための休暇 

概 要 

 

職員の妻が出産する場合、出産予定日の６週間前の日から出産後１年

を経過する日までの期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期

に達するまでの子を養育する職員が、子の養育のために勤務しないこと

が相当であると認められる場合に取得できるもの。 

取得単位 

<日または時間> 

５日の範囲内においてその都度必要と認められる期間 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 介護休暇 

概 要 

 

職員が要介護状態にある次に掲げる者を介護するため勤務しないこと

が相当であると認められる場合に取得できるもの。 

(要介護状態にあるとは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障

害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。) 

 ・配偶者 

・父母（配偶者の父母含む） 

・子 

・祖父母、兄弟姉妹又は孫 

・上記以外の家族で法人が認めた者 

取得日数・単位 

<日または時間> 

要介護状態にあるものが１人の場合は、1 年に 5 日の範囲内。（２人

以上の場合は、1 年に１０日の範囲内。） 

手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 

 

＊ 介護休業 

概 要 要介護状態にある家族を介護する職員が休業できる制度。 

(要介護状態にある家族の要件は、介護休暇と同じです。) 

取得期間・単位 

<日または時間> 

対象家族１人につき、１要介護状態に至るごとに１回、６月の範囲で

合計３回まで取得可能。 

手 続 

 

介護休業を開始しようとする日の 2 週間前までに、「介護休業申出書」

を、総務担当に提出してください。 

給 与 勤務しない１時間につき、１時間あたりの金額を減算して支給します。

ハローワークから介護休業給付金が支給される場合があります。 
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＊ 介護部分休業 

概 要 

 

介護休業をしない職員で、要介護状態にある家族を介護する職員が、 

１日を通じて２時間を超えない範囲内で、勤務しないことができる制度。 

取得単位 

<時間> 

１日の勤務時間の始めと終わりにおいて、２時間の範囲内で取得可能。

（３０分単位）（勤務時間の始めと終わりに分割して取得可能。） 

手 続 介護部分休業を開始しようとする日の 1 月前までに、「介護部分休業

申出書」を、総務担当に提出してください。 

給 与 勤務しない１時間につき、１時間あたりの金額を減算して支給します。 

 

 育児・介護のための時間外勤務の制限 

概 要 

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を養育する

ため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護す

るために請求した場合に、業務の運営に支障がある場合を除き、1 ヶ月

に 24 時間、1 年に 150 時間を超えて時間外勤務をさせてはならない

こととなっているもの。 

手 続 時間外勤務制限開始予定日の１か月前までに、「育児・介護のための時

間外勤務制限請求書」を記入の上、総務担当に提出してください。 

 

 育児・介護のための深夜業の制限 

概 要 

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を養育する

ため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が家族を介護するた

めに請求した場合に、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜（午後

10 時～翌午前 5 時）の労働をさせてはならないこととなっているもの。 

手 続 

 

深夜業制限開始予定日の１か月前までに、「育児・介護のための深夜 

業制限請求書」を記入の上、総務担当に提出してください。 

 

 

 

２ 給付制度（共済・互助会） 

 

 出産費（共済） 

概 要 共済組合の事業で、出産したときの経費を助成するもの。  

対象者 共済組合員または１年以上その組合員であった者 

 

支給要件 

 

組合員が出産したときまたは、退職後６ヶ月以内に出産したとき 

注：出産とは、妊娠４ヶ月（８５日）以上の胎児の娩出をいい、４ヶ月

以上であれば早産・死産・流産を問いません。 

注：退職後他の組合の組合員等の資格を取得したときは支給されません。 
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  : 直接支払制度を利用した場合は支給がない場合があります。 

支給額 
５ ０ 万 円 （ 産 科 医 療 補 償 制 度 対 象 外 の 場 合 は 4８ 万 ８ 千 円 ）

※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 必要書類をご案内しますので総務担当までご連絡ください。 

 

 出産費（互助会） 

概 要 互助会の事業で、出産したときの経費を助成するもの。  

対象者 互助会員 

支給要件 互助会員が出産したとき（※退職後は対象外です。） 

支給額 ４０，０００円  ※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 必要書類をご案内しますので総務担当までご連絡ください。 

 

 出産費附加金（共済） 

概 要 共済組合の事業で、出産費と合わせて助成します。 

対象者 共済組合員 

 

支給要件 

 

出産費が支給される場合。（※退職後は対象外です。） 

注：出産とは、妊娠４ヶ月以上の胎児の娩出をいい、４ヶ月以上であれ 

ば早産・死産・流産を問いません。 

支給額 ５０，０００円  ※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 必要書類をご案内しますので総務担当までご連絡ください。 

 

 家族出産費（共済） 

概 要 共済組合の事業で、組合員の被扶養家族の出産費を助成します。 

対象者 被扶養者である家族が出産した共済組合員 

 

 

支給要件 

 

組合員の被扶養者である家族が出産したとき 

（他の組合等から出産費等の給付を受ける場合には、支給されません。） 

注：出産とは、妊娠４ヶ月以上の胎児の娩出をいい、４ヶ月以上であれ 

ば早産・死産・流産を問いません。 

: 直接支払制度を利用した場合は支給がない場合があります。 

支給額 ５０万円（産科医療補償制度加入の対象外の場合は４８万８千円）

※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 必要書類をお渡ししますので総務担当までご連絡ください。 

 

 家族出産費（互助会） 

概 要 互助会の事業で、共済組合の家族出産費と合わせて助成します。 

対象者 被扶養者である者が出産した互助会員 

 

支給要件 

家族出産費が支給される場合。（任意継続組合員の家族が出産した場合

についても支給されます。 
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注：出産とは、妊娠４ヶ月以上の胎児の娩出をいい、４ヶ月以上であれ 

ば早産・死産・流産を問いません。 

支給額 ３０，０００円  ※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 共済組合の家族出産費の請求と同時に請求します。 

 

 家族出産費附加金（共済） 

概 要 共済組合の事業で、家族出産費と合わせて助成します。 

対象者 被扶養者である家族が出産した公立学校共済組合員 

支給要件 出産費（共済）と同様 

支給額 ５０，０００円  ※多胎児の出産については、その人数分の額 

手 続 必要書類をご案内しますので総務担当までご連絡ください。 

 

 子ども預かりサービス利用補助 

概 要 共済組合の事業で、組合員の子にベビーシッター、一時預かりの保育

施設等のサービスを利用した場合、その費用の一部を補助するもの。 

（子１人につき年度内２０日まで） 

 

支給要件 

 組合員又はその配偶者が、下記の事由により、日常生活を営むために、

一時的な保育の援助が必要となった場合 

＜利用事由＞ 

① 病気、②負傷、③出産、④リフレッシュ、⑤その他 

※その他（例）・・・冠婚葬祭、地域活動参加等 

支給額 子１人あたり利用１日（３時間以上）につき５，０００円を上限 

手続方法 共済発行の<福利のしおり>をご確認ください。 

 

 家事支援サービス利用補助 

 

概 要 

互助会の事業で、会員が家事の支援を目的とするサービスを利用した

場合、その費用の一部を補助するもの。（年度内１４日まで） 

 

支給要件 

 会員又はその配偶者、会員と同居する家族が、下記の事由により、日

常生活を営むために一時的な家事の援助が必要となった場合 

＜利用事由＞ 

① 病気、②負傷、③出産、④リフレッシュ、⑤その他 

※その他（例）・・・冠婚葬祭、地域活動参加等 

支給額 利用１日（時間の制限はなし）あたり６，０００円を上限 

※ハウスクリーニングに該当するサービスは４，０００円を上限に 

年度内１日のみ 

手続方法 共済発行の<福利のしおり>をご確認ください。 
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３ 給付制度（ハローワーク） 

 

 育児休業給付金  

概 要 原則１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合にハローワー

クから支給されるもの。 

支給要件 

 

育児休業により勤務しなかった期間のうち当該育児休業に係る子が１歳（総

務省令で定める場合に該当するときは１歳６月又は２歳）に達する日までの期

間について支給されます。 

手 続 育児休業取得時に必要書類をお渡しします。 

 

 

 介護休業給付金  

概 要 家族（本人の配偶者、父母、子、配偶者の父母、（同居かつ扶養している祖

父母、兄弟姉妹、孫））を介護するため休業した場合にハローワークから支給

されるもの。 

支給要件 同一家族の同一要介護状態の場合、３ヶ月を限度に支給されます。 

手 続 介護休業取得時に必要書類をお渡しします。 

 

 

 

４ 学内の支援制度 

 

 一時保育利用補助制度  

概 要 入試業務等に関わる本学教職員のうち、一時保育の利用を必要とする

ものに対し、一時保育の利用に係る料金を補助するもの。 

 

支給要件 

次のいずれかの保育事業者による一時保育を利用し、当該一時保育の

利用に係る料金を本人が負担した場合に支給されます。 

① 保育園 ② 保育所 ③ 幼稚園 ④ 学童保育 

⑤ その他保育事業者が行う一時保育 

支給額 一時保育の利用に係る料金（子１人あたり上限金額３千円） 

 

手 続 

一時保育利用後速やかに「一時保育補助制度利用申請書」を記入の上、

利用を確認できる書類（利用者名、利用日時・利用料金のわかるもの（領

収書・請求書等））とあわせて総務担当に提出してください。 

 

 育児支援室（教研棟 409）  

概 要 妊娠中の方の休憩や、授乳・搾乳等のために利用ができます。※登録制 

対象者 本学教職員、本学学生 
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※同伴者（原則親族）のご入室も可能です。 

利用目的 妊婦の休憩、授乳・搾乳、乳幼児のおむつ替え、乳幼児のプレイルーム 

※ベビーベッドと冷蔵庫の設置あり 

利用時間 原則として平日の午前９時から午後５時まで 

手 続 「育児支援室利用登録申請」に記入のうえ、総務担当に提出してくださ

い。 

 

 子ども支援室（北棟 342）  

概 要 教職員や学生が、仕事や勉強等をしながら子どもと過ごすことができま

す。※登録制 

最大２組まで同時刻での利用が可能です。利用中は必ず保護者が同伴し

てください。 

対象者 本学教職員、本学学生 

※同伴者（原則親族）のご入室も可能です。 

利用目的 幼児から小学生までの子どもが過ごすためのスペース 

※事務机、テーブル、パソコン、冷蔵庫の設置あり 

利用時間 原則として平日の午前９時から午後５時まで 

手 続 「子ども支援室利用登録申請」に記入のうえ、総務担当に提出してくだ

さい。 

 

 研究支援者制度  

 

概 要 

出産、育児、介護等を行う教員の中で、研究支援を希望する者に支援

者を紹介し、研究活動の継続を図る制度です。 

教員が希望する支援内容及び支援者の資格、支援可能な時間等を考慮

し、ダイバーシティ推進委員会が研究支援者の紹介を行います。 

 

対象者 

・妊娠中または小学校６年生までの子を養育する教員  

・要介護状態にある家族の介護をする教員  

（但し、出産休暇、育児・介護休業等を取得中の者は対象外） 

研究支援者 研究支援者として登録した本学学部生、本学大学院生 

 

 

手 続 

紹介を希望する教員は「研究支援者申請書（教員用）」を記入し、研

究支援を希望する学生は「研究支援者登録書(学生用)」を記入の上、総

務担当に提出してください。 

紹介後の雇用手続き、謝金支払い等については、各研究費の執行と同

様に手続きを行います。 
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５ その他手続き 

（お子さんが産まれた場合等は、以下の手続きが必要となる場合があります。） 

 扶養手当の手続 

概 要 給与の支給上の手当です。 

 

対象者 

以下の要件を全て満たす「子」のある職員に対して支給されます。 

① 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあること。 

② 他に生計の途がないこと。 

③ 主として職員の扶養を受けていること。 

支給期間 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで。 

 

 

支給額 

１人につき１１，５００円 

※満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの子については、１人につき５，０００円が

加算されます。 

手 続 必要書類をお渡ししますので、総務担当までご連絡ください。 

 

 組合員証の手続  

概 要 医療費など健康保険関係の助成のための手続です。 

 

対象者 

主として組合員の収入により生計を維持する者。 

（ここでは２２歳（扶養手当等受給対象者）までの実子及び養子の場合

について記載。） 

 

 

 

 

要 件 

子を被扶養者として認定する場合、以下のような条件があります。 

・その子が共済組合や他の健康保険などに加入していないこと 

・その子について、扶養しようとする組合員以外の者が扶養手当や  

類似した手当を受けていないこと 

・扶養しようとする組合員が主たる扶養者であること 

・その子の恒常的な収入が年額１３０万円未満であること 

・年間の総所得だけでなく、月を単位にする給与所得等が月額 

１０８，３３３円未満であること 

・その子が雇用保険を受給していないこと。ただし、基本手当の日額

に３６０を乗じた額が１３０万円未満であれば認定できる。 

手 続 必要書類をお渡ししますので、総務担当までご連絡ください。 

 

※休暇、休業等を実際に取得する際は、 

・公立大学法人埼玉県立大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程 

・公立大学法人埼玉県立大学職員育児休業等に関する規程 

その他、本学規則・規程等を必ずご確認ください。 

 

このガイドブックの内容について不明な点がございましたら、総務担当までお問い

合わせください。 


